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６．富良野市建設工事等に係る談合情報の対応に関する 

事務処理規程 

平成１５年３月３日 

訓 令 第 ２ 号 

最終改定  平成１７年４月１日  訓令第６号 

目次 

 第１章 総則（第１条） 

 第２章 富良野市公正入札調査委員会（第２条－第５条） 

 第３章 一般手続（第６条－第９条） 

 第４章 入札執行前に談合情報があった場合の手続（第 10 条－第 13 条） 

 第５章 入札執行後に談合情報があった場合の手続（第 14 条） 

 第６章 公正取引委員会への通知（第 15 条－第 16 条） 

 第７章 雑則（第 17 条－第 22 条） 

 附則 

   第１章 総則 

 （目的） 

第１条 この規程は、富良野市建設工事等の競争入札（以下「入札｣という。）

に係る談合に関する情報の取扱に関し必要な事項を定めることを目的とする。 

   第２章 富良野市公正入札調査委員会 

 （設置） 

第２条 市が発注する建設工事等の入札の適正を期し、公正取引委員会との連

携を図りつつ、当該入札に係る談合に関する情報（以下「談合情報」という。）

に対して的確な対応を行うため、富良野市公正入札調査委員会（以下「委員

会」という。）を置く。 

 （所掌事務） 

第３条 委員会は、次の各号に掲げる事項を所掌するものとする。 

 (1) 談合情報に関する調査、その他の措置についての要否についての審議 

 (2) 談合事実の認否についての審議 

 (3) 公正取引委員会への通知 

 （委員会の構成） 

第４条 委員会の委員は、市長部局の各部長、技術審査課長及び教育委員会教

育部長をもって充てる。 

２ 前項の職員のうち当該入札を所管する職員がいる場合は、委員となること

はできない。 

 （委員長の職務及びその代理） 

第５条 委員会に委員長を置き、総務部長をもって充てる。 
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２ 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。 

３ 委員長が前条第２項の規定に該当する場合、若しくは欠けることとなった

場合は、市長の職務を代理する職員の順序を定める規則（昭和 62 年規則第 19

号）により、その職務を代理する。 

４ 委員会の事務局は、建設水道部都市施設課に置き、事務局員は都市施設課

及び技術審査課の職員、並びに当該入札の所管課職員（以下「所管職員」と

いう。）のうち、当該入札の所管部長（以下「所管部長」という。）が指名し

た職員をもって充てる。 

   第３章 一般手続 

 （談合情報の通報） 

第６条 職員は、入札に付すべき事項について談合情報があることを知ったと

き（報道による場合も含む。）は、当該談合情報の提供者の身元、氏名等を確

認のうえ、直ちに事務局並びに入札執行者へ通報しなければならない。この

場合において、当該談合情報の提供者が報道機関であるときは、報道活動に

支障とならない範囲で、談合情報の出所を明らかにするよう要請するものと

する。 

２ 事務局は、前項の規定により談合情報の通報があったときは、直ちに委員

長及び所管部長に、書面又は口頭で報告しなければならない。 

３ 所管部長は、前項の報告を受けたときは、直ちに委員長と協議のうえ、事

務局員とする所管職員を指名する。 

 （談合情報に対する調査その他の措置の決定） 

第７条 委員長は、前条の規定による談合情報の通報（報道による談合情報の

把握を含む。以下「談合情報の通報」という。）があったときは、当該談合情

報の内容をまとめた談合情報報告書（別記第１号様式）を作成し、速やかに

委員会を招集し、当該談合情報について報告しなければならない。 

２ 委員会は、前項の報告を受けたときは、当該談合情報の信ぴょう性等を考

慮したうえで、調査その他必要な措置の可否について審議するものとする。 

 （事情聴取） 

第８条 委員会は、前条第２項の規定による審議の結果、当該談合情報につい

て調査し、その他必要な措置を行うべきと判断したときは、入札に参加しよ

うとするすべての者（当該談合情報に係る入札を執行した後である場合には、

入札に参加した全ての者）を招集し、別表１の項目を示したうえで、個別に

事情を聴取（以下「事情聴取」という。）しなければならない。 

２ 前項の規定による事情聴取は、委員会を構成する２名以上の委員により行

うものとする。 

 （談合事実の認否） 

第９条 事情聴取を行ったときは、その結果をまとめた事情聴取書（別記第２

号様式）を作成し委員長に報告するものとする、委員長は速やかに委員会を
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招集し、当該事情聴取の結果について報告しなければならない。 

２ 委員会は、前項の報告を受けたときは、当該事情聴取の内容について検討

したうえで、談合の事実の認否について審議し、その結果を所管部長に談合

事実の認否について（通知）（別記第３号様式）により通知するものとする。 

   第４章 入札執行前に談合情報があった場合の手続 

 （対応期間が不足する場合の手続） 

第 10 条 委員長は、入札の執行前に談合情報の通報があった場合であって、当

該談合情報の対応中に入札が執行されるおそれがあるときは、入札執行者に

入札の執行を延期するよう入札執行の延期について（通知）（別記第４号様式）

により通知するものとする。 

２ 入札執行者は、前項の通知があったときは、入札の執行を延期するものと

する。 

 （談合の疑いが強い場合の対応の例外） 

第 11 条 入札執行者は、入札の執行前にあった談合情報が、次の各号のいずれ

かに該当する場合において、談合の疑いが強いと認められるときは、第３章

の手続によることなく、入札の執行を延期又は取りやめることができる。こ

の場合において、入札執行者は入札の延期又は執行を取りやめた旨を委員長

に入札執行取りやめ（延期）報告書（別記第５号様式）により報告するもの

とする。 

 (1) 一般競争入札の参加者名のすべてをおおむね正確に指摘したと認められ

るもの。 

 (2) 予定価格又は設計予定額を、認知又は推察できる状況になる前に、正確

に指摘したと認められるもの。 

 （委員会からの通知に対する手続） 

第 12 条 入札執行者は入札の執行前に、第９条第２項の規定により委員会から

の談合の事実があったと認められる証拠があると通知されたとき、又は明ら

かに談合の疑惑が強いと通知されたときは、入札の執行を取りやめるものと

する。 

２ 入札執行者は入札の執行前に、第９条第２項の規定により委員会から談合

の事実は認められないと通知されたときは、すべての入札参加者から誓約書

（別記第６号様式）を提出させたうえで、入札を執行するものとする。この

場合において、当該誓約書の写しは公正取引委員会へ送付する旨を通知した

うえで提出させるものとする。 

３ 入札執行者は、前項の規定により入札を執行したときは、当該入札執行後

速やかに当該誓約書の写し及び入札調書の写しを委員長へ送付しなければな

らない。 

 （入札の執行） 

第 13 条 入札執行者は、前条第２項の規定により入札を執行するときは、次の
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各号に掲げる項目を示したうえで、入札を執行するものとする。 

(1) この入札について談合があったとの情報があったが、競争入札の執行に係

る通知を尊守し、厳正に入札すること。 

(2) 入札執行後談合の事実が明らかと認められる場合は、入札を無効とする。 

(3) その他必要な事項 

２ 入札執行者は、前項の規定により入札を執行するときは、入札に参加しよ

うとするすべての者に対して、入札に先立ち、見積書の提出を求め、談合の

形跡の有無を確認した後、入札を執行するものとする。また、見積書の確認

に時間を要するときは、入札の執行を延期するものとする。なお、確認の結

果、明らかに談合の疑いが強いと認められたときは、入札の執行を行わない。 

３ 前項の規定による見積書の確認には、当該入札の積算内容等を把握してい

る職員が立会い、談合の形跡がないか入念に確認するものとする。 

４ 入札執行者は、入札を緊急に行う必要があるときは、事情聴取と見積書の

確認を同時に行うことができる。 

   第５章 入札執行後に談合情報があった場合の手続 

 （入札の無効） 

第 14条 入札執行者は、入札の執行後で契約の締結前に談合情報があった場合、

第９条第２項の規定により、委員会から談合の事実があったと認められる証

拠があると通知されたときは、当該入札を無効とする。 

２ 入札執行者は、入札の執行後で契約の締結前に談合情報があった場合、第

９条第２項の規定により、委員会から談合の事実が認められないと通知され

たときは、第 12 条第２項の規定により誓約書（別記第６号様式）を提出させ

たうえで、当該入札に係る契約を締結するものとする。 

３ 入札執行者は、契約締結後に談合情報があった場合、第９条第２項の規定

により委員会からの談合の事実があったと認められる証拠があると通知され

たときは、当該契約の履行状況等を考慮したうえで、契約の解除の適否につ

いて判断する。 

   第６章 公正取引委員会への通知 

 （事前通知） 

第 15 条 委員会は、第９条第２項の規定による審議の結果、談合の事実がある

と認められた談合情報、又は明らかに談合の疑惑が強いと認められる談合情

報については、談合情報に関する資料の送付について（別記第７号様式）に

談合情報報告書及び事情聴取書の写し（当該談合情報にかかる入札が執行後

の場合、入札調書の写しを含む。）を添付して公正取引委員会へ通知するもの

とする。 

 （結果通知） 

第 16 条 入札執行者は、第４章又は第５章の手続を終えたときは、談合情報対

応経過記録書（別記第８号様式。以下「経過記録書」という。）に談合情報に
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関する対応の経過について記録し、誓約書（別記第６号様式）を徴収した場

合は、当該誓約書の写し、入札を執行した場合は、入札調書の写しを添えて

委員会に提出するものとする。 

２ 委員会は、談合情報に関する資料の送付について（別記第７号様式）に前

項の書類を添えて、速やかに公正取引委員会へ通知するものとする。 

   第７章 雑則 

 （報道機関等への対応） 

第 17条 報道機関等から談合情報に関して説明を求められた場合は、委員長（当

該談合情報に関する工事等の詳細については所管部長）が対応するものとし、

第 15 条の規定による公正取引委員会への通知を行っている場合には、その旨

を明らかにするものとする。 

 （指名通知の際の通知事項） 

第 18 条 富良野市財務規則（昭和 58 年規則第 17 号）第 140 条の規定により指

名通知を行うときは、次の各号に掲げる事項を併せて通知するものとする。 

 (1) 談合情報があった場合、事情聴取、誓約書及び見積書の徴収並びに公正

取引委員会への通知を行う場合があること 

 (2) 談合の疑いがあると認められるときは、入札の執行を取りやめることが

あること 

 (3) 契約締結後に談合の事実があったと認められる証拠を得たときは、契約

を解除することがあること 

 （経過記録書の閲覧） 
第 19 条 入札執行者は、第４章又は第５章の手続を終えたときは、速やかに経

過記録書を、閲覧場所を定めて公表するものとする。この場合において、公

表期間は当該公表の日から 90 日間とする。 

 （手続の例外） 

第 20 条 入札執行者は、談合情報の対応に日数を要すると判断した場合、契約

の目的を達成できないと認められるときは、委員会を介することなく、自ら

談合情報に対して調査の要否及び談合事実の認否を検討し、第３章から第５

章に定める必要な手続を行うことができる。この場合において、入札執行者

は委員会を介することなく手続を行う旨を委員長に報告（別記第９号様式）

するものとする。 

 （随意契約の場合の対応） 

第 21 条 随意契約（見積書を徴収する場合に限る。）において、談合情報があ

った場合は、前各条の手続に準じて取り扱うことができる。 

 （委任） 

第 22 条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。 

   附 則 

この規程は、平成１７年４月１日より施行する。 
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別表（第８条関係） 

 

１ この工事の入札に先立ち、既に落札業者が決定している、又は決定していたとの情報

がありますが、そのような事実がありますか。 
 
 
 
２ この工事の入札について、他社の人と何らかの打合せ又は話合いをしたことがありま

すか。 
 
 
 
３ ２において、打合せ又は話合いがあったとき、どのような内容の打合せ又は話合いで

したか。 
 
 
 
４ このような情報が寄せられたことについて、何か心当たりがありますか。 
 
 
 
５ （その他必要な事項） 
 
 注  内容については、適宜ケースに合わせて変更すること。 
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別記第１号様式（第７条関係） 
 

  年  月  日 
 

部 署 名 
報告者 

職 ・ 氏 名 ○印  

 
談 合 情 報 報 告 書 

 
 

情 報 を 受 け た 日 時 年  月  日 （  ）時  分 

工 事 名 等  

工事等契約業者名（落札業者名） 
所在地 
会社名 
代表者 

指 名 （ 入 札 参 加 ） 業 者 
（※ 業者数が多い場合別紙で作成） 

 

入 札 執 行 （ 予 定 ） 日 年  月  日 （  ）時  分 

入 札 執 行 （ 予 定 ） 者  

当該工事等担当部署名及び所管部長名 
部 署 名 
所管部長名 

情報提供者の勤務先又は報道機関

名、役職、氏名等（匿名を含む。） 
住 所 
氏 名 

受 信 者 職 氏 名  

情 報 が 寄 せ ら れ た 方 法 ・電話・書面・面接・報道・その他 

情 報 内 容  

応 対 の 概 要  

注 新聞等により談合情報を把握した場合は、当該新聞等の写しを添付すること。 
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別記第２号様式（第８条関係） 
 

  年  月  日 
部 署 名 

報告者 
職 ・ 氏 名 ○印  

 
事  情  聴  取  書 

 
１ 談合情報の対象となった工事名等 
 

工 事 名 等  

業 者 名 
所在地 
会社名 
代表者 

事 情 聴 取 を 受 け た 者  

事 情 聴 取 を 行 っ た 委 員 
委員名                  ㊞ 
委員名                  ㊞ 

事 情 聴 取 を 行 っ た 日 時   年  月  日（  ） 時  分～ 時  分 

事 情 聴 取 を 行 っ た 場 所  

 
２ 事情聴取事項及び内容 
 

質         問 聴  取  内  容 

（１）この工事等の入札に先立ち、既

に落札業者が決定している又は

決定していたとの情報がありま

すが、そのような事実があります

か。 
（２）この工事等の入札について、他

社の人と何らかの打合せ又は話

合いをしたことがありますか。 
（３）（２）において、打合せ又は話

合いがあったとき、どのような内

容の打合せ又は話合いでしたか。 
（４）このような情報が寄せられたこ

とについて、心当たりがあります

か。 
（５）（その他必要な事項） 
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別記第３号様式（第９条関係） 
 

  年  月  日 
 
所管部長 

職・氏名   ○ ○ ○ ○  殿 
 
 

富良野市公正入札調査委員会 
委員長（委員長代理） ○ ○ ○ ○  ㊞ 

 
談合事実の認否について（通知） 

 
このことについて、事情徴取等を行い、内容を審議した結果について「富良野市建設工事等に係

る談合情報の対応に関する事務処理規程」第９条２項に基づき通知する 
 

情 報 を 受 け た 日 時 年  月  日 （  ）時  分 

工 事 名 等  

工事等契約業者名（落札業者名） 
所在地 
会社名 
代表者 

指 名 （ 入 札 参 加 ） 業 者 
（※ 業者数が多い場合別紙で作成） 

 

入 札 執 行 （ 予 定 ） 日 年  月  日 （  ）時  分 

入 札 執 行 （ 予 定 ） 者  

当該工事等担当部署名及び所管部長名 
部 署 名 
所管部長名 

情報提供者の勤務先又は報道機関

名、役職、氏名等（匿名を含む。） 
住 所 
氏 名 

受 信 者 職 氏 名  

情 報 が 寄 せ ら れ た 方 法 ・電話・書面・面接・報道・その他 

情 報 内 容 

 

審 議 結 果 
１ 談合の事実があったと認められる証拠がある。 
２ 明らかに談合の疑惑が強い。 
３ 談合の事実は認められない。 

理 由 
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別記第４号様式（第 10 条関係） 
 

  年  月  日 
 
 
入札執行者 

職・指名   ○ ○ ○ ○  様 
 
 
                富良野市公正入札調査委員会 
                委員長（委員長代理） ○ ○ ○ ○  ㊞ 

 
 
 
 

入札執行の延期について（通知） 
 
 

このことについて、談合情報の対応に日数を要するため、入札の執行を延期するよう通

知する。 
 
 
 
 
 
 

記 
 
 
 
１．入札執行予定工事名等   
 
 
２．入 札 執 行 予 定 日   
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別記第５号様式（第 11 条関係） 
 

  年  月  日 
 
富良野市公正入札調査委員会 
委員長（委員長代理） ○ ○ ○ ○ 様 
 
 

入札執行者 
職 ・ 氏 名  ○ ○ ○ ○     ㊞ 

 
入札執行取りやめ（延期）報告書 

 
このことについて、談合の疑いが強いと認められるので「富良野市建設工事等に係る談合情報の

対応に関する事務処理規程」第１１条に基づき入札執行を取りやめ（延期）する。 
 

情 報 を 受 け た 日 時 年  月  日 （  ）時  分 

工 事 名 等  

指 名 （ 入 札 参 加 ） 業 者 
（※ 業者数が多い場合別紙で作成） 

 

入 札 執 行 （ 予 定 ） 日 年  月  日 （  ）時  分 

入 札 執 行 （ 予 定 ） 者  

当該工事等担当部署名及び所管部長名 
部 署 名 
所管部長名 

情報提供者の勤務先又は報道機関

名、役職、氏名等（匿名を含む。） 
住 所 
氏 名 

受 信 者 職 氏 名  

情 報 が 寄 せ ら れ た 方 法 ・電話・書面・面接・報道・その他 

情 報 内 容  

応 対 の 概 要  

注 新聞等により談合情報を把握した場合は、当該新聞等の写しを添付すること。 
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別記第６号様式（第 12 条関係） 
 

誓  約  書 
 
 
 
 
 
富良野市発注の下記工事に関し、談合は一切行っていないことを誓約します。 

なお、談合の事実があった場合は、富良野市において契約の解除その他いかなる処置を

とられても一切異議はありません。 

 また、この誓約書の写しが公正取引委員会に送付されても異議ありません。 

 
 
 
 
 
 

工 事 名                                 
 
 
 
 
 

  年  月  日 
 
 
 
 
 
                会 社 名 

代表者名                 ㊞ 
 
 
 
 
富良野市長  ○ ○ ○ ○  様 
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別記第７号様式（第 15 条関係） 

富    第    号 
  年  月  日 

 
 
 
 
公正取引委員会 様 
 
 
 

富良野市公正入札調査委員会        
委員長（委員長代理） ○ ○ ○ ○ ㊞ 

 
 
 
 
 

談合情報報告書の送付について 
 
 

このことについて、談合情報がありましたので報告いたします。 
 
 
 
 
記 

 
 

１ 談合情報報告書の写し 
 
２ 事情聴取書の写し 
 
３ 誓約書の写し（誓約書を徴取した場合） 
 
４ 入札調書の写し（入札を執行した場合） 
 
 注 資料の送付については、適宜ケースに合わせて送付すること。 
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別記第８号様式（第 16 条関係） 
 

 
談 合 情 報 対 応 経 過 記 録 書 

 
公表年月日       年  月  日 

 

情 報 を 受 け た 日 時 年  月  日 （  ）時  分 

工 事 名 等  

工事契約業者名（落札業者名） 
所在地 
会社名 
代表者 

指 名 （ 入 札 参 加 ） 業 者 
（※ 業者数が多い場合別紙で作成） 

 

入 札 執 行 （ 予 定 ） 日 年  月  日 （  ）時  分 

調 査 実 施 の 有 無 

（調査を）１ 実施した。 
     ２ 実施しなかった。 

理由 

談 合 事 実 の 認 否 

（談合の）１ 証拠があると認められる。 
     ２ 疑いが強いと認められる。 
     ３ 事実は認められない。 
理由 

入札参加者（契約者）に対して行っ

た措置 

内容 

 
注１ 「調査の実施の有無」欄及び「談合事実」欄は、該当する事項に○を付すること。 
 ２ 理由及び内容を記入する場合は、できるだけ簡潔に記入し、具体的な業者名、予定価格及び落札

金額については、記入しないこと。 
 ３ 調査を実施しなかった場合における「談合事実の認否」欄など、記載すべき事実がない欄は、斜

線を引き、抹消したうえで公表すること。 
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別記第９号様式（第 20 条関係） 
 

  年  月  日 
 
富良野市公正入札調査委員会 
委員長（委員長代理） ○ ○ ○ ○ 殿 
 
 

入札執行者 
職 ・ 氏 名  ○ ○ ○ ○ ㊞ 

 
談合情報の対応について（報告） 

 
このことについて、談合情報の対応に日数を要し契約の目的を達成できないと認められるので

「富良野市建設工事等に係る談合情報の対応に関する事務処理規程」第20条に基づき入札執行者、

自ら手続を行うものとする。 
 

情 報 を 受 け た 日 時 年  月  日 （  ）時  分 

工 事 名 等  

工事等契約業者名（落札業者名） 
所在地 
会社名 
代表者 

指 名 （ 入 札 参 加 ） 業 者 
（※ 業者数が多い場合別紙で作成） 

 

入 札 執 行 （ 予 定 ） 日 年  月  日 （  ）時  分 

入 札 執 行 （ 予 定 ） 者  

当該工事等担当部署名及び所管部長名 
部 署 名 
所管部長名 

情報提供者の勤務先又は報道機関

名、役職、氏名等（匿名を含む。） 
住 所 
氏 名 

受 信 者 職 氏 名  

情 報 が 寄 せ ら れ た 方 法 ・電話・書面・面接・報道・その他 

情 報 内 容  

応 対 の 概 要  

注 新聞等により談合情報を把握した場合は、当該新聞等の写しを添付すること。 



※　入札執行者は、談合の疑いが強いと判断した場合は、自ら入札の執行を延期又は、取りやめることができる。（第１１条）

※　入札執行者は、談合情報の対応に日数を要し、契約の目的を達成できないと判断したときは、委員会を介することなく調査を行うことができる。（第２０条）

富良野市建設工事等に係る談合情報の対応に関する事務処理規程（フローチャート）

富良野市公正入札調査委員会
構成員 ・市長部局の各部長及び技術審査課長

・教育委員会教育部長 合計６名

通報者

受信者

委員会事務局

調査委員会開催
談合情報の調査可否の審議

調査可の場合

業者より事情聴取

調査委員会開催
談合事実の認否の審議

審議結果を入札執行者へ通知

公正取引委員会へ通知
（結果通知）

公正委員会へ通知
（事前通知）

談合の事実が認められた場合又
は談合の疑惑が強いと認められ

結果記録書の閲覧（９０日間）

談合の事実が認めら
れない場合

調査否の場合

入札執行者

入札執行前

談合の事実が認められ
た場合又は談合の疑
惑が強いと認められる

入札執行の取りやめ

談合の事実が
認められない場
合

指名停止等の処分

誓約書徴取

入札執行

調査委員会へ結果報告

入札執行後契約締結前

談合の事実が認められ
た場合

入札無効

談合の事実が
認められない場
合

誓約書徴取

契約締結

入札執行後契約締結後

談合の事実が認められ
た場合

履行状況を考慮した
上で契約の解除の適
否について判断する。

談合の事実が
認められない場

契約続行

談合情報通報 談合情報通報

入札執行延期通知（調査
に日数を要する場合）
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